
１　職員の任免及び職員数に関する状況 (条例第３条第１号)

(１)　職員の採用の状況（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

(２)　職員の退職の状況（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

(３)　部門別職員数の状況（平成22年４月１日）

派遣職員などを含み、臨時職員及び非常勤職員を除いています。

(４)　級別男女別職員数の状況（平成22年４月１日）
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５級 ６級
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男性
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公営企業会計

男性 女性

6

9

4

小計 19

※職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を有する休職者、

計
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55

教育

6 6

27

10 1

小計

3 3

11

農林

商工

土木

54

9

一般行政部門

合　計

水道

特別行政部門

下水道

その他

小計

民生

衛生

単位：人

主な増減理由

消防

対前年
増減数

議会

総務

税務 10 △1

3

平成21年度 平成22年度

職員数

29 29

2

女性

2 0

2 2

女性

4 1

男性 女性

1

男性

0

7

区分

定年退職

勧奨退職

早期退職

一般行政職

－

－

懲戒免職

失職

単位：人

単位：人

男性 女性

0

--- 0

0

競争試験

-

計

選考

7 -

技能労務職

普通退職

分限免職

計

職種
事務

技師

再任用職員

死亡退職

計

区分

8

女性

-

- 7

区分 計

7

0

7

0 -

0-

男性

計 0 7

-

-

0

　北栄町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年北栄町条例第151号。以下「条
例」という。）第４条の規定により、人事行政の運営等の状況を次のとおり公表する。

　平成22年10月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北栄町長　松本　昭夫
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２　職員の給与の状況 (条例第３条第２号)

(１)　人件費の状況(普通会計決算)

※住民基本台帳人口は平成22年３月31日現在です。

※人件費には、特別職に支給される給料、報酬などを含みます。

(２)　職員給与費の状況 (普通会計予算)

※職員手当には退職手当を含みません。

(３)　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況

(４)　職員の初任給の状況

※４月１日の採用人数には、県への交流派遣を解除した職員を含みます。

(５)　国との給料月額の水準比較(ラスパイレス指数)の状況

表します。

(６)　級別職員数の状況

※町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

※標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

3

19.5 1.7

64 34

課長
所長

100.0

18

305,728円 327,307円 40.6歳 -

北栄町 95.7

-

一般行政職

技能労務職 －

実質収支
人件費
(B)

区分

-

※ラスパイレス指数は、国を１００とした場合の割合を示す指標です。１００よ

構成比(％) 13.2 18.4 36.8 10.3

６級

標準的な職務内
容

職員数(人) 23

93.9

－

主任
係長

り大きいと平均給料が国を上回り、１００より小さいと国を下回っていることを

１級 ２級区分

95.8

(平成22年4月１日現在)

５級

32

計

174

主事 課長補佐

94.7

３級 ４級

主事

大栄町

－

- -

-

平成21年度

-北条町 -

人件費率
(B)/(A)

(平成22年４月１日現在)

平均年齢平均給与月額

222,323 878,895

平成20年度

－

平成19年度平成18年度

172,200円

高校卒

－ －－

高校卒

7人140,100円

大学卒

４月１日
採用人数大学卒

町 国

172,200円140,100円

17.7％

計
(B)

1人当給与費
(B)/(A)

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額

5,528平成21年度 159人

175,912 1,340,820

期末・勤勉
手当

区分

589,667 66,905

職員数
(A)

給料 職員手当

区分
住民基本
台帳人口

歳出額
(A)

平成21年度 16,208人 7,554,913 18.7％

金額の単位は千円

金額の単位は千円

平成20年度
人件費率

(平成22年４月１日現在)

-

課長
所長
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(７)　職員手当の状況

(８)特別職の報酬等の状況（平成22年４月１日現在）

期末手当
勤勉手当

報酬

町

13,000円

支給額

支給総額

住宅を借り、家賃を支払う職員に支給(支給上限額は 27,000円)

満１６歳から満２２歳までの子に対する加算
額

手当の内容及び手当額

国

13,000円

防疫作業従事職員の特殊
勤務手当

従事した１日につき
1,000円

手当の名称

(平成22年４月１日現在)

配偶者

11,000円

6,000円 6,000円

11,000円

6,500円

住居手当

通勤手当 交通機関等利用者には運賃相当額を、自動車等使用者には通勤距離の区分に応じて支給(支給上限額
は 55,000円）

平成2１年度

職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律に定める１・２類感染症等の病原体に汚
染されている区域において患者の看護又は物件の処
理作業に従事したときに支給
職員が家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第
２条に定める家畜伝染病に汚染されている区域におい
て行う患畜の飼育又は物件の処理作業に従事したとき
に支給

職員１人当たり支給年額

従事した１回
につき1,000円

33.5

具体的内容

行旅死病人の救護
等に従事する職員
の特殊勤務手当

従事した１日
につき2,500円

平成2１年度

職員が電気主任技術者の不在時に電
気主任技術者の業務を代行したときに
支給

職員が行旅病人の救護のため病人を護
送し、又は行旅死人の認識に関する調
査その他の取扱いに従事したときに支
給

北条砂丘風力発電
所電気主任技術者
の代行手当

国

管理職手当

時間外
勤務手当

特殊勤務手当

給料の６％から10％を支給（総務課長のみ12％）

支給総額

職員１人当たり支給年額

(平成21年度支給割合)

2.75

47.5

0.7

議長

期末手当

1.5

最高限度額

特例条例により５％カット（本給586,000円）

59.28

給料

33.5 41.34

定年・勧奨

区分

最高限度額

勤続35年

721,800円

597,060円

556,700円

期末手当

町

特例条例により７％カット（本給642,000円）

0.7

1.4

59.28

副議長

町長

副町長

議長
副議長
議員

月額

６月期

5,000円

6,500円

区分

扶養手当

配偶者がいない職員の扶養親族のうち１人

5,000円

名称

扶養親族でない配偶者がある場合の
１人目の子等

配偶者以外の扶養親族

退職手当

６月期

１２月期

定年前早期退職特例措置有

2.75 1.4

勤勉手当

６月期

59.28

計

自己都合

期末手当

勤続20年

1.5

1.25

定年・勧奨

１２月期

（平成21年度支給割合）

12月期

314,450円

228,000円

12月期

212,800円

1.65

町長
副町長
教育長

教育長

６月期

（支給率）

勤続25年

23.5

47.5

議員

3.3

勤勉手当

0.7

(平成21年度支給割合)

職務の級等による加算措置有

65千円

369円

78,508円

13,817千円

特例条例により５％カット（カット前報酬331,000円）

特例条例により５％カット（カット前報酬240,000円）

23.530.55

1.65

1.45

勤続30年

特例条例により５％カット（カット前報酬224,000円）

特例条例により10％カット（本給802,000円）

備考

41.34

1.25

30.55

（支給率）

勤続20年

定年前早期退職特例措置有

59.2859.28

59.28

1.45

0.7

職務の級等による加算措置有

自己都合

計

勤続25年

計

計

3.3
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３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 (条例第３条第３号)

(１)　職員の勤務時間（一般職の標準的なもの／平成22年４月１日）

(２)　年次有給休暇の取得状況（平成21年１月１日～平成21年12月31日）

(３)　時間外勤務及び休日勤務等の状況（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

(４)　主な特別休暇の状況（平成22年４月１日）

(５)　就学部分休業の状況（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

(６)　育児休業の状況（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

※取得件数には平成21年度以前に取得している者及び平成21年中に終了した者を含む。

※（　）内は平成21年度に新規取得者

(７)　旅費制度の概要

開票立会人

選挙立会人

人権教育推進員

県外

2,200円 2,200円

隣保館長

食卓料（１
夜につき）県内

日当（１日
につき）

議会の議員

町長、副町長、教育長

期日前投票所の投票管理者

9,800円10,900円
体育指導委員

１日の勤務時間

盆等の諸行事のため

休暇の概要

職員が結婚した場合

女性職員が出産した場合

6,533日 1,444日

時間外休日勤務総時間数

結婚休暇

Ａ

監査委員

総使用日数

7.75時間

主な特別休暇の種類

夏季休暇

11,800円

社会貢献の活動を行うとき

宿泊料（１夜につき）

期日前投票所の投票立会人

2,600円13,100円

開票管理者

制度の有無

一般行政職

ボランティア休暇

Ｂ

一般職

無

投票所の投票立会人

文化会館館長

農業委員会委員

選挙管理委員会委員

選挙長

交通安全指導員

財産区管理会委員

0

就学部分休業の取消件数

取得率全対象職員数

終了時刻

17時15分

開始時刻

8時30分

Ｃ

休憩時間

12時から13時

平均使用日数

22.1%172人 8.4人

Ｂ／Ｃ Ｂ／Ａ

総付与日数

同じ

同じ

職員一人当りの時間外・
休日勤務月平均時間数

6,373時間 3.5時間

5日

3日

産前6週・産後8週産前・産後休暇

国の制度との比較付与日数・期間等

5日以内

産前8週・産後8週

同じ

合計

技能労務職職

女性 男性 男性

合計

女性女性

技能労務職職

無

区分

就学部分休業の承認件数

教育委員会委員

特
別
職

育児休業の取得件数

一般行政職

男性

投票所の投票管理者

0 8（4）8（4）

2,600円

同和地区生活相談員
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４　職員の分限及び懲戒処分の状況 (条例第３条第４号)

(１)　分限処分者数（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

(２)　懲戒等処分者数（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

５　職員の服務の状況 (条例第３条第５号)

営利企業等従事許可の状況（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

降任 降給

0

刑事事件に関し起訴された場合

職務上の義務に違反し、又は職務を怠った
場合

信用失墜行為をした場合

内容

法令に違反した場合

戒告

計

職に必要な適格性を欠く場合

条例で定めた事由による場合

心身の故障の場合

内容

職制、定数の改廃、予算の減尐により廃職、
過員を生じた場合

勤務実績が良くない場合

免職 休職

1

計減給 停職

－

－

訓告 注意

－

免職

－

4

-

報酬を得て事業又は事務に従事する場合

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他
の団体の役員、顧問、評議員及び当該会社、団体の重要方
針決定に参画する上級職員の地位を兼ねる場合

自ら営利を目的とする私企業を営む場合

内容 人　　数

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行の
あった場合

4計
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６　職員の研修及び勤務成績の評価の状況 (条例第３条第６号)

(１)　研修機関における研修の状況（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

(２)　職場における研修の状況

(３)　職員の人事交流の状況

(４)　昇給への勤務成績の反映状況

(５)　人事評価制度

2/4

3/16

参加者数

1

2

研修回数

4/9

11/25、11/26 2

20

1

1

復職フォローアップ研修

子どもの人権について

2

人事評価研修会 8/4

人権同和教育研修

地域づくり型保健活動研修

１/13、１/14

新規採用職員研修

研修名 研修期間

8

50

1

2

住民満足度アップ ３/１～５

1

1

1

1

1

修了者数 備考

1 1

70 70

2

175

45

175

2

参加者数

1

114

2

パワーアップ女性管理職

45

1

95 95

8

これからの管理職

地域で支える子育て支援

これからの組織マネジメント

災害対策専門研修

鳥取県連携講座

1

政策法務講座

新任課長補佐

新任係長

1

2

9/4

自治体法務入門講座

1 1

3

1

1

2

1

4 4

2

12

4

2

2

1

1

備考

危機管理講座

その他

クレーム対応講座

プレゼンテーション講座

中
央
研
修

市町村税徴収事務

保育所保育士初任者指
導保育士

その者の職務について監督する地位のある者の証明を得て行う。

能
力
開
発

114

人材育成の観点から平成20年９月に全職員を対象とした人事評価制度の試行を開始した。
10月の自己申告書をもとにした評価を実施し、中間面談を行った。また、２月の自己申告書
をもとに期末面談を実施した。
平成21年度についても、面談者研修、評価者研修等人事評価制度に関する研修を行うなど
改善を図りながら実施。

平成19年度から行政事務の複雑化、広域化に対処し、地方分権の進展に伴う新規行政需
要に対応できる職員の養成と資質の向上等を目的に県との相互交流派遣を実施。
平成2１年度は、県へ３名の職員を派遣し、町へ３名の職員の受け入れを実施した。

合　計

11 11

12

7

55

2

20

2

4

2

新規採用職員

1 2 2

研修回数

2

新任課長

修了者数研修名

1 2 2

2

中堅職員 71

2

採用３年目研修

1 1

2

17

1

1 5 5

1 2

1

採用５年目研修 1 210/14～16

事例に学ぶ講座

専
門
研
修

2 2

地域づくり型保健活動ト
レーニングセミナー

1

地域包括支援センター
支援強化研修

1 32/24～25

2/18～20

キャリア開発講座 11/25～26 1 3 3

1 1

1/8

31 31

33

2

1

1

10/12～16、18～22

11/21

臨時職員、非常勤職員
研修

110/29～30

７/３、９/７～８

９/２～３、11/17～18

4/17、10/9

10/20～21、10/22～23

2

1/19～22

階
層
別
研
修

研修期間

５/27～28

７/29～30

6/23～25

11/19～20

12/1～3

４/21～24、９/15～17

６/29～７/３

接遇窓口応対 2/25 1

７/14～17

10/14～16

10/27～29

11/16～20

12/８～18

電子自治体の推進と地
域における情報政策
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７　職員の福祉及び利益の保護の状況 (条例第３条第７号)

　職員の健康診断の状況（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

立等の利益の保護の状況 (条例第３条第１項第８号)

(１)　勤務条件に関する措置の要求の状況（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

(２)　不利益処分に関する不服申立の状況（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

技能労務職

一般行政職

計

－ －

－

－

計

一般行政職

－ －

－

技能労務職

21.3.31現在
継続件数

（Ａ）

21.4.1～22.3.31
措置要求件数

（Ｂ）

－

93

－

－

－ － － －

－ － －

－

138

８ 職員の勤務条件に関する措置要求及び不利益処分に関する不服申

21.4.1～22.3.31
終結件数

（Ｃ）

22.3.31現在
継続件数

（Ａ）＋（Ｂ）－
（Ｃ）

－ － － －

21.3.31現在
継続件数

（Ａ）

21.4.1～22.3.31
措置要求件数

（Ｂ）

181 169

－

－

21.4.1～22.3.31
終結件数

（Ｃ）

142

138142

22.3.31現在
継続件数

（Ａ）＋（Ｂ）－
（Ｃ）

計

－ －人間ドック 76 76

受診者

105

健康診断の種類
臨時的任用職員等

健康診断

受診者対象者 対象者

職員(特別職含む)
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